
公
益
財
団
法
人 

山
形
霊
園 

永
代
供
養
塔
入
塔
規
程 

第
一
条 

公
益
財
団
法
人
山
形
霊
園
（
以
下
「
本
霊
園
」
と
記
す
）
の
永
代
供
養
塔
を
利
用
す
る
者
は

本
永
代
供
養
塔
、
入
塔
規
程
に
従
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

第
二
条 

本
霊
園
の
永
代
供
養
塔
は
本
霊
園
が
管
理
運
営
す
る
。 

 
 

 

第
三
条 

一
、
本
霊
園
の
永
代
供
養
塔
に
埋
葬
、
供
養
を
希
望
す
る
者
は
本
霊
園
が
定
め
た
期
日
ま
で

に
永
代
供
養
、
永
代
管
理
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

二
、
本
霊
園
は
い
か
な
る
場
合
で
あ
っ
て
も
納
付
さ
れ
た
永
代
供
養
、
永
代
管
理
料
は 

返
還
し
な
い
。 

 
 

 

第
四
条 

永
代
供
養
者
及
び
納
骨
依
頼
者
は
、
生
存
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
本
籍
、
現
住
所
、
電
話
番
号

の
変
更
及
び
納
骨
依
頼
者
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
本
霊
園
に
書
面
に
て
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 
 

 

第
五
条 

納
骨
依
頼
者
が
永
代
供
養
者
の
焼
骨
を
埋
葬
す
る
際
は
各
市
町
村
の
埋
葬
許
可
書
、
霊
園
が

発
行
し
て
い
る
埋
葬
証
書
を
提
出
し
、
本
霊
園
の
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

第
六
条 

生
前
永
代
供
養
者
は
本
霊
園
が
法
律
の
規
程
に
基
づ
い
て
備
え
た
図
面
、
帳
簿
書
類
な
ど
を

閲
覧
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
但
し
、
正
当
な
理
由
が
な
い
と
き
は
本
霊
園
は
こ
れ
を
拒
絶
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

第
七
条 

生
前
永
代
供
養
者
は
埋
葬
証
書
を
第
三
者
に
売
り
渡
し
た
り
、
贈
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

永
代
供
養
に
関
す
る
権
利
は
一
代
か
ぎ
り
で
、
納
骨
依
頼
者
に
は
何
の
権
限
も
な
い
。 

 
 

 

第
八
条 

本
霊
園
は
永
代
供
養
者
の
埋
葬
し
た
焼
骨
を
如
何
な
る
事
情
が
あ
れ
ど
も
返
還
し
な
い
。 

 
 

 

第
九
条 

本
霊
園
は
理
事
会
の
承
認
を
得
て
本
永
代
供
養
塔
規
程
に
反
さ
な
い
限
度
で
細
則
を
定
め

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

第
十
条 

本
規
程
を
改
正
す
る
場
合
は
、
評
議
委
員
会
で
審
議
し
理
事
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 
 

 

第
十
一
条 

本
規
程
は
平
成
三
一
年
（
二
〇
一
九
年
）
四
月
一
日
よ
り
実
施
さ
れ
る
。 



第 

〇 

号 
  

山
形
霊
園 

永
代
供
養
塔
「
永
久
」
埋
葬
証
書 

 

一
、
墓
碑
名 

 
 

永
代
供
養
塔
「
永
久
」 

一
、
墓
地
建
立
地
番  
山
形
市
成
沢
町
浦 

一
、
埋
葬
方
法 

 

共
同
埋
葬 

一
、
永
代
供
養
者 

 
 

本
籍  

山
形
市
飯
田
五
丁
目
二
五
番
七
号 

住
所  

山
形
市
飯
田
五
丁
目
二
五
番
七
号 

 
 

氏
名  

公
益
財
団
法
人 

山
形
霊
園 

 
 

様 

 
 

 

一
、
納
骨
依
頼
者 

氏
名  

公
益
財
団
法
人 

山
形
霊
園 

 
 

様 

住
所  

山
形
市
飯
田
五
丁
目
二
五
番
七
号 

続
柄  

本
人 

永
代
供
養
規
程
に
添
い
謹
ん
で
供
養
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 

 

平
成
三
一
年
（
二
〇
一
九
年
）
四
月
一
日 

公
益
財
団
法
人 

山
形
霊
園 
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